
－
－ ）

適用削除の区分

×

×

×

×

×

×

× 前金払

×

○ 部分払

×

品名 数量

  ７回以内

中間前金払

品質規格 引渡予定場所

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては別紙を添付する。

７　支給材料及び貸与物件

引渡予定月日

支給材料及び貸与品

国庫債務負担行為に係る契約の特則

  分の　以内

履行保証保険契約の締結

（うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額

５　請 負 予 定 金 額

４　事　業　期　間

森 林 環 境 保 全 整 備 事 業 請 負 契 約 書

　(案）

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券の提供

銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証

公共工事履行保証証券による保証

６　選　択　条　項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

選択項目

契約保証金の納付

森林環境保全整備事業（育成受光伐ほか　愛知3段戸）

愛知県北設楽郡設楽町　段戸国有林５０ろ林小班ほか

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり。

１　事　　業　　名

選択条項

　第４条第１項第１号

　第４条第１項第２号

　第４条第１項第３号

　第４条第１項第４号

　第４条第１項第５号

　第１５条

　第３５条第１項

　第３５条第３項

　第３８条

　第４０条

契約日の翌日から

令和９年２月２６日まで

３　請 負予 定 数 量 別紙事業内訳書のとおり。

２　事　業　場　所



８　特約事項

１）　【伐倒】における約款第３２条第８号（検査及び引渡し）は、

　　　測点等を利用した面積確定により行う。

　上記の事業については、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約

書及び令和8年6月2日付けで交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって

公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約

書記載の事業を共同連帯して請け負う。

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

発注者　住所 愛知県新城市庭野字東萩野４９－２

氏名 　分任支出負担行為担当官

　中部森林管理局　愛知森林管理事務所長　山下　正輝

請負者　住所

氏名



別紙

（１）検査場所

（生産完了功程）

最終運搬（最終土場着荷確認）・山元巻立

伐倒作業

いずれも所定の作業が完了した箇所とする。

（２）検知対象樹種及び材種

スギ、人ヒノキ、その他の針葉樹及び広葉樹とする。

スギ・人ヒノキは、末口径６ｃｍ以上の一般材とする。

その他の針葉樹については、その都度指示する。

広葉樹については、末口径１６ｃｍ以上の一般材とする。

（３）検査方法

生産完了功程については、発注者の命じた検査職員が契約書、契約約款、仕様書

に基づき行うものとする。

３．作業順序

作業は提出された事業計画表に基づき行うものとする。

なお、細部については、別途監督員が指示する。

別紙 造材寸法書に準ずるものとする。

なお、需要動向に応じた造材寸法については、別途指示する。

５．その他

　県立自然公園及び保安林に指定されていることから、森林作業道作設には

作業前に協議が必要となるため、早めに線形を決定すること。

　高品質材については手造材とすること。

４．採材寸法及び椪積み

請負に付する事業及び内訳

他の詳細については別表のとおり。

１．事業名

２．数量の確認

森林環境保全整備事業（育成受光伐ほか　愛知3段戸）



森林環境保全整備事業（育成受光伐ほか　愛知３段戸）

スギ ヒノキ N L 計 スギ ヒノキ N L 計 スギ ヒノキ N L 計

段戸 50ろ 育成受光伐
契約日
翌日

～ R9.2.26 100 7.18 242 1,028 1,270 144 1,350 1,494 190 810 1,000

段戸 51ろ 育成受光伐
契約日
翌日

～ R9.2.26 109 8.95 1,378 7 1,385 1,550 50 1,600 1,010 1,010

16.13 242 2,406 0 7 2,655 144 2,900 0 50 3,094 190 1,820 0 0 2,010

段戸 52に
保育間伐
（活用型）

契約日
翌日

～ R9.2.26 50 4.41 547 547 2,001 2,001 250 250

段戸 53へ
保育間伐
（活用型）

契約日
翌日

～ R9.2.26 50 1.65 219 219 767 767 100 100

段戸 53と
保育間伐
（活用型）

契約日
翌日

～ R9.2.26 50 3.10 413 413 1,449 1,449 240 240

9.16 0 1,178 0 0 1,178 0 4,217 0 0 4,217 0 590 0 0 590

25.29 242 3,584 0 7 3,833 144 7,117 0 50 7,311 190 2,410 0 0 2,600

保育間伐（活用型）
52に・５３と林小班

30%

山元
育成受光伐
50ろ林小班

1,400 1,200

28%

最終運搬先

愛知森林管理事務所が指定する最終土場

総計

伐採率

育成受光伐
51ろ林小班

30%

保育間伐（活用型）
５３へ林小班

29%

育成受光伐 計

 保育間伐（活用型） 計

事　業　内　訳　書

国有林 林小班 作業種 作業期間 林令 面積
資材量(㎥） 資材本数 素材生産量(㎥）

愛知県立自然公園第３種特別地域

水源涵養保安林

法指定等 素材生産量（m³）

最終



愛知森林管理事務所

樹  種 優先順位 長 級 ｍ 径級㎝ 適  用 用  途

1 5.0以上  30上 通直良材元玉 割柱等

2 4.0  22上 一般建築用材

3 3.0 14~18 柱適材

4 4.0  16上 一般建築用材

5 2.0 〃

1 6.0  16上 通直良材 大黒柱・通し柱

2 4.0  22上 一般建築用材

3 3.0  14～22 柱適材

4 4.0 13下 一般建築用材

5 2.0 〃

1 4.0 16上 一般建築用材

2 2.0 〃

1 4.3 30上 通直良材 一般建築用材

2 2.1 20上 〃

造 材 寸 法 書

令和５年１月適用

＊原則４ｍ採材とするが、市況等により別途指示

その他L

６．これによりがたい場合は、別途監督職員の指示による。

４．注文材等特殊採材は、その都度監督職員の指示による。

３．延   寸  人工林１０㎝ 元特殊延寸は６０㎝未満

２．採材最小径  人工林 Ｎ ６㎝ Ｌ ６㎝

ス   ギ

ヒノキ

その他N

５．この基準は、需要・市況動向等により変更することがある。

１．直材を優先とする。

※ 測尺に当たっては、器具等の点検を随時行い、常に適正を期するものとする。



特記仕様書

１ 作業方法

（１）伐倒木の選木の方法は、別に定める方法による。なお、天然有用樹に

ついては、植栽木と同様の考え方で選木する。

（２）伐倒木の伐採高は、特段の指示がない限り基本的には根際とすること

とし、残存立木を損傷しないよう伐倒方向に留意するものとする。

（３）伐倒木の処理について

① かかり木となった伐倒木は、必ず外し倒伏させるものとする。

② 歩道及び林道付近では、通行に支障のないよう伐倒木を取り除くも

のとする。

③ 急傾斜地では、枝条等の転落防止に努めること。

２ 素材運搬

（１）素材運搬を行う場合は、貨物自動車運送事業法を遵守すること。

（２）故意又は過失その他請負業者の責に帰する理由により、運搬中の物件

を滅失又は損傷した場合には森林管理事務所長の指示することに従い、そ

の物件の代金を納付し、その損害を賠償しなければならない。

３ 多様な森林づくり

天然力を活用した多様な森林づくりの取組を推進するため、事業区域内

に自生する天然生の有用広葉樹及び針葉樹については、伐採及び搬出作業

において特に支障のないものは、極力残存させるものとする。また、天然

生稚幼樹についても同様に残存に努めるものとする。なお、残存する樹種

及び配置方法等については、監督職員の指示によるものとする。

４ その他

（１）水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階にお

いて十分検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。請負者

の責により汚濁等が発生した場合は、請負者において汚濁等の除去及び

防止並びに下流の関係者への説明を講じなければならない。

（２）上記によりがたい場合は、監督職員の指示に従うものとする。



　森林作業道を作設する場合の製品生産事業の実行にあたっては、特記仕様書（森林作業道

作設）及び森林作業道作設指針に沿って実施しているところであるが、林地保全に配慮した施業

を担保するため、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１） 　請負者は、森林作業道作設指針に即して特記仕様書（森林作業道作設）を遵守

しなければならない。

（２） 　請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業計画を

森林管理署長等に提出し、その確認を受けなければならない。

（３） 　請負者は、（２）で確認を受けた森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変

更内容について森林管理署長等に提出し、その確認を受けなければならない。

（４） 　森林管理署長等は、路線計画と異なる森林作業道を施工した場合等、請負者の

責に帰すべき理由により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等の林地

保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝

の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は森林管

理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。

特記仕様書

（林地保全に配慮した施業推進）











（３）真夏日率

特記仕様書

熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について

１　本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の
試行を行う対象事業である。

補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※  ※補正係数は1.2 とする。

　日最高気温が30 度以上の日（気象庁が公表している地上気象観測所等の気温）又は暑さ指数（WBGT
値）が25 度以上の日（環境省が公表している観測地点の暑さ指数）。

　事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として６日間、７月、８月又は９
月を含む事業では夏季休暇分として３日間、事業中止期間は含まない（事業期間には不稼働日も含む）。

２　用語の具体的な内容は、次のとおりである。

（２）事業期間

（１）真夏日

　事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めな
いものとする。

３　請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結
果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。
なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。

４　気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が
公表している観測地点の暑さ指数（WBGT 値）を用いることを標準とする。
　ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則（昭和27 年運
輸省令第101 号）第１条の３の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法に
より得られた事業現場の気温の計測結果又はJISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計（精度区
分クラス２以上）により測定した値を用いることも可とする。
　なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。

真夏日率 ＝ 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間

５　請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

６　発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し
請負金額の変更を行うものとする。



１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

特記仕様書

安全確保に資する衛星携帯電話の利用について 

 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができ
る。

請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなけれ
ばならない。

請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現

場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員

の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者

と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。

請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を
受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望す
る際は、同様に取り扱うものとする。

①衛星携帯電話事業者名
②衛星携帯電話サービス名
③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。）
④利用料金
⑤利用期間（○月○日～○月○日まで）
⑥本事業以外の事業への供用の有無
 他事業名（署名・物件名）

対象とする経費は、１台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話
の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。

請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を
提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみ
なし日とすることも可能とする。

対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。

衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース
料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で
本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出るこ
と。



森林環境保全整備事業（育成受光伐ほか 愛知３段戸）
事業箇所位置図

保育間伐
（活用型）

育成受光伐

凡　例



森林環境保全整備事業（育成受光伐ほか 愛知３段戸）
事業箇所基本図挿入図

林小班 面積(ha) 生産量(㎥)

50ろ 7.18 1,000

51ろ 8.95 1,010

育成受光伐



森林環境保全整備事業（育成受光伐ほか 愛知３段戸）
事業箇所基本図挿入図

保育間伐
（活用型）

凡　例

林小班 面積(ha) 生産量(㎥)

52に 4.41 250

53へ 1.65 100

53と 3.10 240

 保育間伐（活用型）


